
軽自動車税（種別割）の税率のお知らせ 

軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自

動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。 

三輪以上の軽自動車については、車両の区分や最初の新規検査年月によって、適用される税率が

異なります。 

 

〇 原動機付自転車・小型特殊自動車・被牽引車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車 

登録されている次の車種の車両全ては下記のとおりの税率です。 

車種区分 税額 

 総排気量  

原動機付 

自転車 

50ｃｃ以下 ２，０００円 

50ｃｃ超 90ｃｃ以下 ２，０００円 

90ｃｃ超 125ｃｃ以下 ２，４００円 

三輪以上のもの ３，７００円 

小型特殊 

自動車 

農耕用 ２，４００円 

その他 ５，９００円 

被牽引車 ３，６００円 

軽二輪（125ｃｃ超 250ｃｃ以下） ３，６００円 

小型二輪（250ｃｃ超） ６，０００円 

雪上車 ３，６００円 

 

〇 軽三輪車、軽四輪以上の車両 

最初の新規検査（車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査）

により、重課税率、旧税率、新税率、軽課税率いずれかの税率になっております。 

初度検査年月の確認については、車検証に記載されています。 

車種区分 

車検証記載の初度検査年月 

平成２２年３月

以前 

（※重課税率） 

平成２２年４月～

平成２７年３月 

（旧税率） 

平成２７年４月～ 

 

（現行税率） 

軽三輪 ４，６００円 ３，１００円 ３，９００円 

軽四輪以上 

乗 用 
自家用 １２，９００円 ７，２００円 １０，８００円 

営業用 ８，２００円 ５，５００円 ６，９００円 

貨物用 
自家用 ６，０００円 ４，０００円 ５，０００円 

営業用 ４，５００円 ３，０００円 ３，８００円 

※重課税率は電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリット及び被けん引自動車は

対象外です。 

 

 

（裏面もお読みください） 

 



車種区分 

対象以外の 

車両 

（新税率） 

軽課税率 

基準１ 基準２ 

電気軽自動

車・天然ガス軽

自動車 

軽三輪 ３，９００円 ３，０００円 ２，０００円 １，０００円 

軽四輪 

以上 

乗用 
自家用 １０，８００円 － － ２，７００円 

営業用 ６，９００円 ５，２００円 ３，５００円 １，８００円 

貨物用 
自家用 ５，０００円 － － １，３００円 

営業用 ３，８００円 －  － １，０００円 

※軽課税率は令和４年４月１日～令和５年３月３１日までに最初の新規検査を受けた車両となり

ます。 

※軽課税率が適用されるのは１年度分に限られます。令和４年度に対象だった車両は、令和５年度

からは対象外になります。 

※（★★★★）は平成 30年排ガス基準 50％低減又は平成 17年排出ガス基準 75％低減達成車 

 

・基準１とは 

（★★★★）かつ令和 2年度燃費基準達成以上かつ令和 12年度燃費基準 70％達成以上であっ 

  て、三輪以上・乗用・営業用のもの 

  ※税率を概ね 25％軽減している車両 

・基準２とは 

（★★★★）かつ令和 2年度燃費基準達成以上かつ令和 12年度燃費基準 90％達成であって、 

三輪以上・乗用・営業用のもの 

※税率を概ね 50％軽減している車両 

・天然ガス軽自動車とは 

平成 30 年排出ガス保安基準で適合するもの又は平成 21 年排出ガス規制に適合し、平成 21 年

排出ガス基準値より 10％以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。 

※税率を概ね 75％軽減している車両 

 

◆車検を受ける際に、影響が出る場合もありますので、「納期限」までに必ず納めましょう！

また、納めた領収書は車検証等と一緒に保管しておくと良いです。 

【 問い合せ先 】 

〒077-8601 留萌市幸町１丁目１１番地 

留萌市総務部税務課市民税係  

TEL：０１６４－５６－５００４（直通） 

FAX：０１６４－４３－８７７８（代表） 


